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直接還付の取扱いに係る手続等について

農業者年金事業の推進につきましては、日頃から格別のご理解とご協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。

さて、このたび、当基金では、「直接還付の取扱いに係る農業者年金（新制度）

被保険者資格関係及び保険料関係の事務処理上の留意事項等の一部改正について

（令和５年12月15日付け５独農年業適第50号独立行政法人農業者年金基金理事長

通知）」を発出したところですが、農業委員会及び農業協同組合における具体的

な運用方法について、下記のとおり通知します。

記

１ 直接還付の利用に関する説明

(1) ＪＡ担当者は、被保険者より様式第３号「農業者年金被保険者資格喪失届

出書・任意脱退申出書」（以下「様式第３号」という。）の提出を受けたと

きは、別紙「農業者年金保険料還付金の請求手続について」を用い、次の説

明をしてください。

① 様式第３号の提出が遅れたこと等により、資格喪失に該当する月以降

の納付済保険料がある場合、還付（返金）の対象となること。

② 還付を受ける方法は次の３つがあり、被保険者自身で選択すること。

ア 直接還付

今回の様式第３号の提出と同時に「還付を受けること」及び「還付

金の振込先」を申出することで、「農業者年金保険料還付請求書」（以

下「還付請求書」という。）を提出することなく基金から還付金が振

込まれる。

イ 還付請求書の提出（公金受取口座以外）



資格喪失処理の決定後に基金から直接郵送される還付請求書に必要

事項を記入の上、提出期限（２年）以内に提出することで、基金から

還付金が振込まれる。

還付金の振込先は、保険料振替口座以外の口座を指定することも可

能。

ウ 還付請求書の提出（公金受取口座）

還付請求書の提出方法については、イと同様。

還付金の振込先を国（デジタル庁）に登録した公金受取口座とし

た場合、還付請求書の提出に加え、個人番号（マイナンバー）等の情

報及び本人確認書類が必要となる。（必要な書類及び利用に当たって

の注意事項等は、基金より別途案内）

③ 上記２で「直接還付」を選択した場合は、以下の手続及び確認が必要

となること。（「還付請求書の提出」を選択した場合は、対応不要）

ア 様式第３号(10)欄「直接還付希望」の□に✔を記入

イ 様式第120号「農業者年金保険料還付金振込先申出書」（以下「様

式第120号」という。）の提出

(ｱ) 還付金振込先口座の選択

・現在基金に登録されている保険料の振替届出口座

・公金受取口座

・今回指定する口座

(ｲ) 還付金振込先口座の記入（現在基金に登録されている保険

料の振替届出口座以外を選択した場合）

ウ イで公金受取口座を指定した場合、個人番号（マイナンバー）等

の情報及び本人確認書類が必要（必要な書類及び利用に当たっての

注意事項等は、基金より別途案内）

エ 様式第３号(5)欄の資格喪失事由で「13 国民年金保険料の納付が

免除された」を選択した者の場合、その免除の種類は法定免除に該当

していないか。法定免除該当者の場合、直接還付は利用できず、還付

請求書の提出が必要。

オ 申出内容に不備等（２ 留意事項参照）がある場合、直接還付は

利用できず、還付請求書の提出が必要。

(2) ＪＡの担当者は、直接還付を希望する旨の確認及び上記の説明を行ったこ

とを明らかにするため、様式第120号の※ＪＡ記入・確認欄にある〔様式第



３号にて「直接還付を希望します」の欄に✔が入っていることを確認しまし

た〕の□に✔を付けてください。

(3) ＪＡの担当者は、様式第３号及び様式第120号の記載内容に不備が無いこ

とを確認の上、届出書等をまとめて農業委員会へ送付してください。

(4) 農業委員会の担当者は、様式第３号の点検及び審査ならびに様式第120号

の点検を行い、不備が無いことを確認の上、届出書等をまとめて基金に送付

してください。なお、補正できない不備がある場合は、ＪＡに返戻してくだ

さい。

２ 留意事項

(1) 直接還付を利用できない例

届出書等に不備がある場合、直接還付は利用できず、還付請求書の提出に

よる請求が必要となります。

（不備の例）

・様式第３号(10)欄で直接還付希望の申出があるが、様式第120号が同時

に提出されていない場合

・様式第３号(10)欄で直接還付希望の申出がされていないが、様式第120

号が同時に提出されている場合

・様式第120号(6)欄で希望口座の□に✔が記入されていない場合

・様式第120号(6)欄で２又は３を選択したが、(7)欄～(11)欄に口座情報

が記入されていない又は不備がある場合

(2) 還付が発生しなかった場合

資格喪失を決定した結果、還付が発生しなかった場合も、様式第120号は

返却いたしません。

【お問合せ先】

独立行政法人農業者年金基金

適用・収納課 03-3502-3944、3946


